２０２５年度　統括事業所さの　事業報告書

【事業所名】　特別養護老人ホーム　さの

Ⅰ　事業の年間報告
	事業の概要
	自己評価
	年間の取組と年間評価
	取り組むべき課題

	１　利用者への取組

	（１）人権尊重の徹底
	Ｃ
	1 認知症WEB研修４名受講、接遇・不適切ケア研修の実施
2 虐待の芽チェック１回実施（９月）、スピーチロックの研修実施（３月）、虐待防止委員会（１４回）
スピーチロックは前年より減ったが、不適切ケアを見かけた時の声を掛け合える環境・人間関係作りは難しく、5月に不適切ケアが発生し区へ通報した。グループ研修で検証し、再発防止に努めた。
	1 他部署の意見や情報を共有する。包括から情報を貰い外部講師や外部研修の参加をしていく。
2 虐待の芽チェック２回の実施。検証・フィードバックを実施していく。
足立区に提出した虐待防止に関する改善計画書の実施
職員の意識を向上させる研修の計画・実施

	
	
	
	

	（２）苦情解決・相談体制の整備
	B
	1 足立ブロック第三者委員会開催（7月）
2 事故防止委員会にて苦情内容の周知、対策等を話し合っている。
	1 第三者委員会の開催、助言を頂き苦情発生時には速やかに連携を取れる関係作りを行う。
2 事例検討を行い再発防止に努める。

	
	
	
	

	（３）事故防止対策
	Ｂ
	1 月１回の事故防止委員会の開催、委員会前の事故防止検討会議でより個別の対応を検討している。事故発生時には速やかに検証している。
2 ヒヤリハット報告書は徐々にだが増えてきている。
3 事故防止研修２回実施（５月「リスク感性とヒヤリハット分析研修」、１２月「トラブルに学ぶ事故時の対応と必要な情報の選別」を実施）
	1 事故発生時は速やかに検証、早期の原因究明に努める。
繰り返し起こる事故（同一利用者）の検証
2 報告書を書くことの意義を職員に周知。事故防止の為のヒヤリハット作成を増やし大きな事故を回避していく。


	
	
	
	

	（４）サービスの質の確保
	Ｃ
	1 第三者評価受審（７月）
2 テーマを決め、ケアの質の向上に向けた研修を実施
勤務時間内での研修実施が難しく、超勤対応となっているため職員の負担感が生じている。
下半期は退職者の補充が進まない状況でグループ研修は実施できず。
	1 改善点でもある情報共有方法を確立し、業務の進め方のばらつきをなくす。
2 人材確保をしながら短時間の研修やしっかり充実した研修の実施。外部講師・外部研修へ参加することで外部との交流の機会を増やす。

	
	
	
	

	２　職員への取組

	（１）人材の確保・育成・定着
	Ｃ
	1 ICT（AI議事録）を導入し会議録作成の超勤を削減、会議録作成の精神的負担が軽減されている。
2 ICT機器導入検討（インカム・勤務表作成ソフトなど）、デモの機会や導入済み施設への見学をした。勤務表作成ソフトは条件の縛りが多く難しい。
3 業務マニュアルの見直しは未実施
4 管理職・係長による面接・面談の実施
5 職員が研修の講師を行う事で伝達訓練を上半期は実施できたが下半期は実施できなかった。
6 グループ面談・グループ研修を実施
7 介護福祉士合格（特定技能２名）
	1 ②　可能なものから取り入れ業務改善に努めていく。
3 職員みんなで考える業務マニュアルの見直し
4 面接・面談を実施し、職員の考えや思いを吸い上げていく。
管理職には伝えられないことなど法人理事に協力を得て話を聞いてもらう機会を作る。
5 ⑥研修が業務時間内に実施出来る環境の整備。
6 介護福祉士を取得した外国人職員が無期フルタイムとして定着できるよう指導・育成を強化していく。

	
	
	
	

	（２）人材の活用
	Ｂ
	1 朝夕の食事介助を中心とした短時間（２H∼４H）パート７名雇用している。入浴専門職員を採用した（２名）。
	1 業務限定、スポット業務など柔軟な対応での採用を行う。

	
	
	
	

	（３）職場環境づくり
	Ｃ
	1 定期面接時に職場環境への不安等についての聞き取りを実施。
2 人材不足による職員の業務軽減が出来ていない。
3 意見箱を設置し職員の意見を吸い上げている。出された意見は月１回運営会議で共有（緊急性がある内容は随時対応）、改善に向けて迅速に対応している。　　　　　　　　　
4 生産性向上プロジェクトチームを発足。
5 ハラスメント研修実施（３月）
	1 職員の意見を収集する方法として継続していく。
2 プロジェクトチームを中心に業務改善を進め、働きやすい環境作りを行っていく。
3 まだ意見箱の存在を知らない職員がいるため周知していく。
4 チームが中心となり職員と情報共有し進めていく
5 他部署、事業所との交換研修・情報交換の機会を設け課題の共有化を行っていく。

	
	
	
	

	３　地域社会への取組

	（１）地域貢献
	Ｂ
	1 町会盆踊り（7月）の参加と協力（準備・片付け）を実施。　町会ハロウィン行事での交流を行った。
2 放課後デイサービス（あおぞら）との交流は不定期2回実施。下半期は放課後デイサービス（えにし）との交流を開始し、短時間であるが、毎月誕生会に歌の披露と手作りのお花をプレゼントしてもらい利用者の楽しみとなっている。
3 ボランティアは、公園へ花見外出、誕生会、傾聴、将棋（月2回）など受入れ。夏季は熱中症など体調に無理のないよう声掛けに配慮した。
4 区内大学(帝京科学大学)との協働によりタイ国からの初任者研修の講師（１４名）を担当した。
	1 地域と馴染みの関係性を作り、継続した交流を行っていく。
2 施設側も作品作りなど行い、喜んでいただける機会を作っていく。相互の楽しみの場となるような環境作りを行う。


	
	
	
	

	(２)災害対応
	B
	①　町会同防災訓練の実施（６月、１１月）、　施設内空き倉庫へ町会備蓄品を保管。
②　足立区と「水害時における避難行動要支援の避難に関する協定書」を締結。
近隣施設（他3法人）と「社会福祉施設等相互応援協定」を締結した。
目的：火災・地震・その他の災害が発生した場合、相互に応援活動を行うことにより被災者の救護にあたり、人命の安全確保を図ることを目的とする協定。
	1 町会との連携を強化していく。
2 他法人と災害時の相互応援活動だけではなく、研修及び情報交換会を実施していく。


	
	
	
	

	４　経営基盤強化への取組

	（１）収入増への取組
	B
	1 平均稼働率は９６．３％となり予算積算の９７％には及ばなかった。
１２月から１月にかけて感染症の影響などにより入院者数の増、ショートステイのキャンセル等の事由により稼働率が伸び悩んだ。
2 看護体制加算(Ⅱ)を５月に取得したが看護職員が定着せず、２０２６年３月より加算の算定不可。
また、生活相談員・管理栄養士の退職に伴い科学的介護推進体制加算、栄養マネジメント強化加算も２０２６年１月より算定不可になった。
　
	1 感染症等の対策の強化による特養定員数の維持、計画的なショートステイ利用の管理
2 無期フルタイム看護師２名の補充を行い、看護体制加算(Ⅱ)を再度取得していく。看護係の環境作り強化。
3 科学的介護推進体制加算・栄養マネジメント強化加算の取得に向けた体制作り。(生活相談員の配置及び新人の管理栄養士の育成)

	
	
	
	

	（２）コスト削減への取組
	B
	1 警備員業務廃止に伴う業務を夜勤・早番業務に組み込み役割分担を行った。夜間救急搬送時の対応では課題はあったが、都度振り返りを行って課題解決を図った。
2 超過勤務は事務的内容の時間は削減できたが、人員不足対応による超過勤務は増え、時間として約３８００時間、金額的には約９５０万円の支出となり前年とほぼ変わらず、削減に至らなかった。
	1 他部署等の協力を得ながら課題発生時には速やかに検討し対応できる関係作りを行う。

	
	
	
	

	（３）法人全体の財政基盤の強化
	C
	1 他法人への施設見学及び介護ケアに係る意見交換を実施。
2 5月より精神科のオンライン診療（療養指導）を開始したが、利用者の診断書に係る診察が出来ず、外部で診察を行わなければならないこと、また、診療した利用者のみ処方箋の作成しかできず、他の利用者の処方箋は別に内科の医師に作成を依頼しなければならないなど看護業務が繁雑になってしまうため中止で検討。多職種参加のカンファレンスの部分はメリットであった。
	1 情報交換を行い取り入れられる内容を検討していく
2 オンライン診療でのメリットの部分は継続できるよう、体制を整備する。

	
	
	
	

	（４）施設設備等物的基盤整備
	
	①　インターネット環境の不具合について業者に依頼し改善した。
	

	（５）組織・システム
	
	①　停電時における非常用電源への切り替えの際、Wi-Fiが適切に作動できるかのテストを実施したが不具合があることが判明、新たに機器を設置する必要がある。

	①　２０２６年１０月に行う非常用電源の年次点検の際に新たな機器の設置予定。


	(６)災害・感染症対応
	B
	1  ゆうあいらんどさの全体で、厨房からの火災想定とした避難訓練を実施（２月）。デイ利用者滞在時の特養への職員配置、動き、役割など課題を確認する。
	1 具体的な動きを想定し連携を取りながら訓練を実施していく
②　BCPを定期的に見直す。

	
	
	
	

	５　持続可能な社会の実現に向けての取組

	SDGs目標　（１２）
	
	①　ペーパーレス化を実施。会議等の資料はパソコンで確認している。
	①今後も継続していく。
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